
総務省統計局 

個人企業経済調査 

調査の概要 

１ 調査の目的 

個人企業経済調査は，統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査（基幹統計である

個人企業経済統計を作成するための調査）として，個人企業（個人経営の事業所）の経営の実態を

明らかにし，中小企業振興のための基礎資料などを得ることを目的とする。 

２ 調査の沿革 

個人企業経済調査は，経済安定本部（現在の内閣府）が，昭和22年に国民所得の推計資料を

得るために実施した「個人企業経済調査」から発展したものである。 

昭和27年４月には，そのうちの工業及び商業についての部分を，総理府統計局（現在の総務省

統計局）が調査することとなり，同年10月に，名称を「個人商工業経済調査」と改めた。 

その後，昭和36年７月に「個人企業経済調査」と改め，従来の製造業及び卸売業，小売業のほ

かにサービス業を加えて調査するようになり，昭和39年７月からは調査事項を拡充し，営業上の資産

及び負債についても調査することとした。 

また，昭和41年７月からは，調査対象を大幅に拡大するとともに，従来調査地域としていなかった

町村についても調査することとした。 

平成14年からは，従来の調査票を整理・統合するなど調査方法を大幅に見直すとともに，事業主

による業況判断や事業主の年齢等を新たに調査することとし，調査事業所数を従来の約3,000事業

所から約4,000事業所に拡大した。 

さらに，令和元年からは，調査結果の利活用の一層の推進を図るため，調査の抜本的見直しを

行った。調査対象産業を，「製造業」，「卸売業，小売業」，「宿泊業，飲食サービス業」及び「サービ

ス業」の ４産業から，ほぼ全産業に拡大し，調査対象規模も約4,000事業所から約40,000事業所に

拡大した。調査対象規模の拡大に伴い，調査周期を，これまでの四半期調査（動向編）及び年次調

査（構造編）から年次調査に集約した。また，新たに都道府県別結果を公表することとした。

３ 調査の対象 

全国の個人企業約170万企業（令和３年経済センサス-活動調査結果による。）のうち，次の産業

を営むもののなかから，一定の統計上の抽出方法に基づき抽出した約40,000事業所を調査対象と

する。 

日本標準産業分類（平成25年10月改訂） 

産業大分類 備考 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業，郵便業 中分類「42 鉄道業」及び「46 航空運輸業」を除く。 

Ｉ 卸売業，小売業 

Ｊ 金融業，保険業 中分類「62 銀行業」及び「63 協同組織金融業」を除く。 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 小分類「765 酒場，ビヤホール」及び「766 バー，キャ

バレー，ナイトクラブ」を除く。 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 小分類「792 家事サービス業」を除く。 

Ｏ 教育，学習支援業 

Ｐ 医療，福祉 小分類「831 病院」，「832 一般診療所」及び「833 歯科

診療所」を除く。 

Ｑ 複合サービス事業 中分類「87 協同組合（他に分類されないもの）」を除く。 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 中分類「93 政治・経済・文化団体」，「94 宗教」及び「96 

外国公務」を除く。 



 

４ 調査期日及び期間 

調査は，毎年６月１日現在で行う。なお，経理事項（棚卸高を除く。）については，前年の１年間の

状況，棚卸高については，前年及び一昨年の12月末時点の状況，従業者の採用・離職状況につ

いては，前年６月１日から当年５月31日までの１年間の状況について，調査を行う。 

 

５ 調査事項 

(1) 調査事業所に関する事項 

ア 名称及び電話番号 

イ 所在地 

(2) 事業主に関する事項 

ア 事業主の男女の別及び年齢 

イ 後継者の有無 

(3) 事業全体に関する事項 

ア 主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無 

イ 売上金額及び仕入金額 

ウ 棚卸高 

エ 営業経費等 

オ 受託の状況 

カ 設備取得状況 

キ 従業者数 

ク 従業者の採用・離職状況 

(4) 主な事業に関する事項 

ア チェーン組織への加盟の有無 

イ パーソナルコンピュータの使用の有無 

ウ 営業（操業）日数及び時間 

エ 営業用土地・建物の所有形態 

オ 営業用建物と自宅用建物の別 

カ 事業経営上の問題点 

キ 今後の事業展開 

ク 法人化の予定 

 

６ 調査の方法 

調査は，総務大臣が業務を委託した民間事業者から調査票を郵送し，調査対象事業所の事業

主又は事業主に代わる者が調査票に回答することにより実施している。調査票の回収は，郵送又は

インターネットにより行っている。 

 

＜調査の流れ＞ 
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７ 調査事業所の抽出方法 
 最新の事業所母集団データベースから作成した母集団名簿に基づき，都道府県別に産業及び

売上高階級の各層から，層化等確率無作為法により抽出する。なお，調査事業所は継続して３か年

調査し，毎年，調査の実施ごとに調査事業所の全体の３分の１を入れ替える。 

 

標本抽出方法 層化等確率無作為抽出 

層化基準 産業分類（６区分），売上高階級（２区分），都道府県（47 区分） 

 産業分類 
「建設業」，「製造業」，「卸売業,小売業」，「宿泊業,飲食サービス業」， 

「生活関連サービス業,娯楽業」，「サービス業（上記産業を除く）」（※） 

 

売上高階級 

都道府県，産業分類ごとに売上高 90％点を算出し，各報告者の売上高

が売上高 90％点未満か否かで区分。（層内の事業所を売上高の低い順に

並べ，事業所数の累計が事業所総数に占める割合に対して 90％になっ

た点で層内を２つのグループに分けるもの）なお，層内の標本が一定数

確保できない場合は，分位点を調整するものとする。 

標

本

配

分 

産業分類 均等配分 

売上高階級 均等配分 

都道府県 都道府県の規模（個人経営の事業所数）で傾斜配分 

標

本

規

模 

層内 40 以上 

都道府県 480 以上（＝40 以上×６区分（産業分類）×２区分（売上高階級）） 

全国 約 40,000 

 

  ※標本設計上の産業分類区分 

標本設計上の産業分類区分 左に該当する日本標準産業分類（大分類） 

「建設業」 Ｄ 建設業 

「製造業」 Ｅ 製造業 

「卸売業，小売業」 Ｉ 卸売業，小売業 

「宿泊業，飲食サービス業」 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

「生活関連サービス業，娯楽業」 Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 

「サービス業（上記産業を除く）」 Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業，郵便業 

Ｊ 金融業，保険業 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

Ｏ 教育，学習支援業 

Ｐ 医療，福祉 

Ｑ 複合サービス業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

 

 

  



 

８ 結果の推定式 

 

○ 売上⾼等の推定式（⾦額，平均⼈員） 
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h ：標本抽出の層化基準（h ＝1,・・・,L） 
（層化基準：産業分類（６区分）、売上⾼階級（２区分）、都道府県（47 区分）） 
𝑖：各調査客体（個⼈企業） 
𝑋ത：１企業当たり売上⾼等の推定値 
Nt：個⼈企業数（ൌ ∑ 𝑁


ୀଵ ） 

Nh：h 層の個⼈企業数 
𝑛：h 層の集計対象とした個⼈企業数 
𝑥,：h 層𝑖個⼈企業の売上⾼等 
  

 

○ 企業分布の推定式 
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h ：標本抽出の層化基準（h ＝1,・・・,L） 
（層化基準：産業分類（６区分）、売上⾼階級（２区分）、都道府県（47 区分）） 
𝑖：各調査客体（個⼈企業） 
Nh：h 層の個⼈企業数 
𝑛：h 層の集計対象とした個⼈企業数 
𝑃 ：⺟集団割合の推定値（‰） 
𝑃,＝１：h 層𝑖個⼈企業がある属性を持っている場合 
𝑃,＝０：h 層𝑖個⼈企業がある属性を持っていない場合 

 

 

９ 調査結果の集計及び公表 

取集された調査票は，独立行政法人統計センターにおいて集計され，集計された結果は，総務

省統計局が取りまとめ，調査実施の翌年の３月に公表し，その後，報告書を刊行する。 

ただし，2019年の調査結果については，翌年の12月に公表する。 

 

（2025年３月３日改訂） 


